
 

平成 27 年度岩手県電気事業会計予算 

   

  （総則） 

 第１条 平成 27 年度岩手県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  年間販売目標電力量 

   胆 沢 第 二 発 電 所         25,754,000 キロワットアワー 

   岩 洞 発 電 所         168,731,000 キロワットアワー 

   仙 人 発 電 所         134,614,000 キロワットアワー 

   四 十 四 田 発 電 所          68,473,000 キロワットアワー 

   御 所 発 電 所                 56,675,000 キロワットアワー 

   滝 発 電 所                  2,583,000 キロワットアワー 

   北 ノ 又 発 電 所                 38,915,000 キロワットアワー 

   入 畑 発 電 所                  9,236,000 キロワットアワー 

   松 川 発 電 所                 19,237,000 キロワットアワー 

   早 池 峰 発 電 所                  7,317,000 キロワットアワー 

   稲 庭 高 原 風 力 発 電 所                  4,663,000 キロワットアワー 

   柏 台 発 電 所                  7,033,000 キロワットアワー 

      北 ノ 又 第 三 発 電 所            383,000 キロワットアワー 

   胆 沢 第 四 発 電 所          1,106,000 キロワットアワー 

   胆 沢 第 三 発 電 所         11,729,000 キロワットアワー 

   相 去 太 陽 光 発 電 所          1,322,000 キロワットアワー 

 

  

  

  

  



 

         計                557,771,000 キロワットアワー 

  （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

        収     入 

  第１款 電 気 事 業 収 益           5,330,451千円 

   第１項 営 業 収 益          5,044,533千円 

   第２項 附 帯 事 業 収 益           147,485千円 

   第３項 財 務 収 益            75,840千円 

     第４項 事 業 外 収 益            62,593千円 

        支     出 

  第１款 電 気 事 業 費 用           4,591,274千円 

   第１項 営 業 費 用                   4,185,409 千円 

第２項 附 帯 事 業 費 用              104,964千円 

   第３項 財 務 費 用                      87,580 千円 

   第４項 事 業 外 費 用                     208,321 千円 

   第５項 予 備 費             5,000千円 

  （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額（資金運用に係る投資償還収入 398,900 千円及び投資

400,800 千円を除く。）に対し不足する額 195,800千円は、減債積立金 123,352 千円、環境保全・クリーンエネルギー導入促進積立金 24,181 千円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,267 千円で補てんするものとする。）。  

収     入 

  第１款 資 本 的 収 入           1,196,456千円 

   第１項 負 担 金             23,939千円 

   第２項 長 期 貸 付 金 償 還 金            763,617千円 

第３項 投 資 償 還 収 入            408,900 千円 



 

          支     出 

  第１款 資 本 的 支 出           1,394,156千円 

   第１項 改 良 費            409,666千円 

   第２項 電 源 開 発 費             260,878千円 

   第３項 企 業 債 償 還 金           293,631千円 

      第４項 投 資             400,800千円 

      第５項 繰 出 金             24,181千円 

   第６項 予 備 費            5,000千円 

 （債務負担行為） 

 第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

      （事  項）            （期  間）          （限 度 額） 

     岩洞第一発電所１・２号     平成 27 年度から平成 28 年度まで     450,000千円 
     水車発電機分解点検補修 
     他工事 

     御所発電所屋外・屋内機     平成 27 年度から平成 28 年度まで     371,000千円 
     器更新工事 

     松川発電所取水口流調ゲ     平成 27 年度から平成 28 年度まで       8,000千円 
     ート操作盤更新工事 

     高森高原風力発電所（仮     平成 27 年度から平成 29 年度まで    9,919,000千円 
     称）風力発電システム製 
     作据付工事 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、30,000 千円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  (１) 営業費用と附帯事業費用 

  (２) 営業費用と事業外費用 

 



 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

  (１) 職 員 給 与 費             1,184,963千円 

  (２) 交 際 費                   305千円 

 


